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件 

名 

什器の移動及び当該移動に伴う各種配線の敷

設等に係る役務 
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作成部課名 
防衛装備庁調達事業部 

需品調達官付試作基盤強化措置室 

 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は、市ヶ谷庁舎Ｄ棟４階防衛装備庁調達事業部需品調達官付試作・基盤強化

措置室のレイアウト変更に係る役務（以下「本役務」という。）について規定する。 

 

1.2 引用文書等 

この仕様書に引用等する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書

の一部をなすものであり、引用文書等に定める項目がこの仕様書と相違する場合は、こ

の仕様書を優先する。 

なお、引用文書等は、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

① 環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和 5年 12 月 22 日閣議決定） 

② 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

 

1.3 用語及び定義 

この仕様書で用いる主な用語及び定義は，表１のとおりとする。 

 

表１ 用語及び定義 

用語 定義 

試作室 防衛省市ヶ谷庁舎Ｄ棟４階に位置する防衛装備庁調達事業部需品調達官

付試作・基盤強化措置室のことをいう。 

省ＯＡ端末 防衛省中央ＯＡネットワークシステムに接続するためのパソコン端末の

ことをいう。 

電話機 ＩＰ電話機のことをいう。 

各種配線 
省ＯＡ用ＬＡＮケーブル、電話機用ＬＡＮケーブル、ＯＡタップ及びテ

レビ用アンテナケーブルのことをいう。 

 

2 役務に関する要求 

2.1 概要 

本役務は、試作室のレイアウトを変更するにあたり、什器等の移動及びそれに伴う各種

配線の敷設等を実施するものである。 
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2.2 役務実施場所及び役務作業時期 

① 役務実施場所 

試作室 

② 役務作業時期 

作業日程は、試作室執務室の拡張後（工期は令和７年１月上旬見込み）から令和７

年２月２４日までの土日又は祝日の連続した２日間以内で完了することを基準と

し、細部については官側と調整するものとする。また、各種作業内容の細部を決め

るために事前調査を実施することができるが、当該事前調査を実施する場合には、

原則として平日に実施するものとする。その他、平日に作業を実施する必要がある

場合は官側の確認を受けることとする。 

 

2.3 役務内容 

契約相手方は、次に掲げる①②の業務を行うこととする。 

 

① 什器等の移送 

契約相手方は、別紙１に示す移送役務対象物品について、別図１に示す現在の位

置から別図２に示す位置に移送等を行い、また、別図３に示す部屋に搬入してい

る個人のＰＣや資料等を格納した段ボール箱を、移送後のそれぞれのデスク及び

書棚の付近に移送する（なお、職員１名あたり５箱、書棚１台あたり１０箱程度

を基準とし、事前に官側においてデスク等とナンバリングする処置を行う。）。細

部の移送位置等については、官と調整するものとする。また、詳細は次の各号に

よるものとする。 

（ア） 移送等に先立ち、運搬に必要な施設の床、壁等の養生を行うとともに、本役務

の終了後、速やかに原状に復するものとする。 

（イ） 易損品及び梱包の必要な物品については、運搬中に破損しないよう保護材で覆

うなど、特に留意する。また、本作業に必要となる資材等（折りたたみプラコン

又は段ボール箱、ガムテープ、保護材、行先表示ラベル等）は契約相手方が準備

するものとし、本役務の終了後、梱包状態のままとするものを除き、作業終了後

速やかに回収するものとする。 

（ウ） 移送役務対象物品については、別紙１に示す移送役務対象物品リストに基づき

現物の数量確認を実施する。 

 

② 各種配線の敷設 

上記①の作業に伴い、次号に示すとおり各種配線の敷設に係る作業を行う。敷設位置

等については、別図４のレイアウト図を基準とし、細部については官と調整するもの

とする。なお、別図５、６にて、現状の各種配線の概要図を示す。 

（ア） 各種配線の敷設 

a） 省ＯＡ用ＬＡＮケーブル、電話機用ＬＡＮケーブルの敷設 
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別図４のレイアウト図を基準とし、敷設する。新設するにあたっては、下記の条

件を満たしたケーブル等を使用すること。なお、既存のＬＡＮケーブルを流用す

ることも可能とする。 

・省ＯＡ：ケーブルの色は白系、カテゴリー５e 以上のＵＴＰケーブルとする。 

・電話機：ケーブルの色は青系、カテゴリー５e 以上のＵＴＰケーブルとする。 

デスク①～⑱において使用するケーブルに関しては、デスクの再配置後、机上に

テープ等で簡易固定するものとする。 

b） ＯＡタップの敷設 

別図４のレイアウト図を基準とし、敷設する。新設するにあたっては、EM-EEF も

しくは VVF 2.0mm-3C の規格を満たすこと。なお、既存のＯＡタップを流用するこ

とも可能とする。 

c） テレビ用ケーブルの敷設 

別図４のレイアウト図を基準とし、新規テレビ設置予定場所の付近へ新規敷設す

る。なお、ＢＳ／ＣＳ放送に対応した同軸ケーブルとすること。 

（イ） その他 

a） 各種配線の敷設作業に先立ち、壁等の養生を行うとともに、本役務の終了後、速や

かに原状に復するものとする。 

b） 上記（ア）の作業完了後、ケーブルテスター等を用いて、正常に機能するか確認を

行うものとする。 

c） ＬＡＮケーブル等は、接続先の装置名を記載したラベルを貼付するなどにより、

ＬＡＮケーブル等の接続先が視覚的に分かるようにすること。また、配線したＬ

ＡＮケーブル等をみだりに露出させないよう努めて美観に配慮し、十分な余長

（接続機器側約２ｍ）を確保する。 

d） 不要となる各種配線については，官の指示を受けるものとし，関係法令に基づき

確実に処分する。 

 

2.4 検査 

第 2.3 項「役務内容」について、目視、立会により検査を実施する。 

 

3. その他の指示 

3.1 一般事項 

① 共通事項 

(ア) 契約相手方は、庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、官の指示に

従い、直ちに庁舎内で定められた関係規則の手続を行うとともに、諸規定に従う

ものとし、業務に関係のない施設には立ち入らない。なお、立ち入るために許可

手続が必要な施設もあることから、契約後速やかに官と調整の上、関係書類を提

出する。 

(イ) 契約相手方は、業務中に各施設及び職員等に対して損害を与えた場合は、直ち
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に官に報告するとともに、契約相手方の責任において復旧及び賠償を行う。 

(ウ) 業務関係図書の管理 

a） 業務関係図書、契約相手方が作成した作業計画書、業務報告書及び本業務関

係書類は、第三者に対して貸与、複写又は閲覧させてはならない。 

b） 契約相手方は、業務関係図書等を自ら使用するために複製する場合は、あら

かじめ官に届け出て事前に確認を受ける。 

c） 契約相手方は、官の確認を受け、業務の一部を第三者に請け負わせようとす

るときは、当該下請契約書において、業務関係図書等の適切な管理に関する

規定を明確にしておかなければならない。 

d） 官から貸与又は複製の交付を受けた業務関係図書等は、自ら複製したものを

含め業務終了後直ちに返却する。 

(エ) 契約相手方は、業務期間中に知り得た情報を他に漏らしてはならない（公知情

報を除く）。また、業務終了後も同様とする。 

(オ) 契約相手方は、使用する物品が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針

（令和 5年 12 月 22 日閣議決定）」に該当する品目である場合は、この基準を満

たすものを使用するものとする。 

② 業務体制等 

(ア) 業務職員及び業務体制 

契約相手方は、業務責任者及び業務担当者（以下「業務職員」という。）をもって

業務体制を組むものとする。ただし、業務責任者と業務担当者の兼任を妨げない。 

a） 業務責任者とは、業務に総合的に把握し業務を円滑に実施するための官との

連絡調整を密に行う者で、現場における契約相手方の責任者をいう。また、

業務責任者は、本業務について、統括管理しなければならない。 

b） 業務担当者とは、業務責任者の指揮により役務に従事する者で、現場におけ

る契約相手方側の担当者をいう。 

c） 役務実施にあたり、資格が必要な作業については、当該資格を有する者が業

務を行う。 

(イ) 業務責任者は、十分な安全衛生対策を行い作業員に対しては機会あるごとに注

意喚起させる。また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を

講じ安全衛生管理を徹底させる。また、安全衛生管理については、関係法令に従

って行う。 

(ウ) 契約相手方は、業務職員に対し、業務を行うに適した服装及び名札を着用させ

るなどして、業務の従事者であることを明確にする。 

 

3.2 提出書類 

① 作業計画書 

契約相手方は、作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者

名、業務担当者名、安全管理を記載した作業計画書を作成し、官の指定した日まで
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に提出し、確認を受ける。なお、提出部数及び媒体の種類等は、表２のとおりとす

る。 

② 業務職員名簿 

契約相手方は、3.1.②で設定した業務職員の名簿を作成し、官の指定した日までに

提出し、確認を受ける。その際、業務責任者及び業務担当者の区別、会社名、所属

部署、氏名を記載することとする。なお、提出部数及び媒体の種類等は、表２のと

おりとする。 

③ 業務報告書 

契約相手方は、役務の実施日時、実施場所、実施内容、各種配線の敷設位置、必要

な事項を記載した業務報告書を作成の上、作業終了後速やかに官に提出し、確認を

受ける。業務報告書の書式は、官の了承を得ることとする。なお、提出部数及び媒

体の種類等は、表２のとおりとする。 

④ 損傷個所等に対する措置 

業務を実施した際、異常・劣化及び損傷個所を発見した場合は、直ちに官に報告す

るとともに、原因・対応措置の判断を行い、とるべき必要な措置、方法、費用等を

業務報告書に記載し、写真及び図面と共に官に速やかに提出し、了承を得る。なお、

提出部数及び媒体の種類等は、表２のとおりとする。 

 

表２ 提出書類一覧表 

 

3.3 官側の支援 

契約相手方は、本契約の履行において、官側の保有する施設、設備を使用する必要が

ある場合は、あらかじめ官側と十分調整の上、官側の規則を遵守し、無償で支援を受

けることができるものとする。また、業務の実施に必要な最小限の電気、ガス、水道

等の使用については官から無償で提供を受けることができる。 

 

3.4 使用機器及び消耗品に係る経費負担 

番号 提出書類 提出時期 数量 媒体の種類 備考 

１ 作業計画書 

（3.2.①） 

契約締結後

速やかに 

１部 電子ファイル(Office 版、

PDF 版)とする。電子ファイ

ル(Office 版、PDF 版)につ

いては特に示す場合を除

き、電子メールに添付して

提出することを基本とし、

それによることが適切でな

い場合は書き込み禁止とし

た DVD-R に電子データを格

納したものとする。 

 

２ 業務職員名簿 

（3.2.②） 

契約締結後

速やかに 
 

３ 業務報告書 

（3.2.③） 

作業実施後 

速やかに 
 

４ 損傷箇所等の報告 

（3.2.④） 

発見後 

速やかに 
3.2. ④ に 該

当する場合

に提出する。 
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業務上必要な工具、計測機器等は、設備機器に付属して設置されているものを除き、契

約相手方の準備とする。また、本契約の履行に伴い追加の消耗品の必要性が生じた場合

は、契約相手方の責任において準備するものとする。 

 

3.5 発生材 

本契約の履行によって発生した発生材は、契約相手方の責任において廃棄処分を行う

ものとする。 

 

3.6 本仕様書に記載なき事項について 

本仕様書に記載なき事項についても、技術上当然必要と認められる事項については、

契約相手方の責任において実施すること。 

 

3.7 その他 

① 作業の実施に当たっては、関係法令及び諸規則等を遵守するとともに、官と十分

な打合せの上実施すること。 

② 作業の実施に当たって、火気使用の必要が生じた場合は、適切な防火対策を講じ

て行うこと。 

③ 本仕様書において疑義が生じた場合は官と協議し、これを解決すること。 



W D H

1
デスク
①、②、⑨、⑭

140 70 70 4 番号による配置指定あり。

2
デスク
③～⑧、⑩～⑬、⑮～⑱

120 70 70 14 番号による配置指定あり。

3 デスクチェア 60 60 100 18 デスク①のみ配置指定あり。

4 書棚（小） 80 40 190 1

5 書棚（大） 80 40 210 2

6 ロッカー（１人用） 30 50 180 1

7 ロッカー（４人用） 90 50 180 5

8 お茶用キャビネット 90 52 180 1

9 冷蔵庫 70 70 180 1 易損品

10 作業台 90 50 90 1

11 シュレッダー 50 50 80 1 易損品

12 プリンタ（大） 60 70 80 1 易損品

13 プリンタ（小） 30 25 18 1 易損品

14 スキャナー 62 67 72 1 易損品

移送役務対象物品リスト

Ｎo. 品 名
寸法（単位センチ）

数量 備考

1３枚中7枚目
別紙１



現状レイアウト図（※１月上旬目途工期の内壁を移動させた状態）
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1３枚中８枚目
別図１
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変更後レイアウト図
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1３枚中９枚目
別図２



個人荷物保管場所（Ｄ棟４階）

試作室

赤枠で示した位置に荷物を保管

1３枚中１０枚目
別図３



変更後レイアウト図（配線図付き）
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